
 

 

 岐阜県ＰＴＡ見舞金給付会の周知を目的として、本

年度９月～１０月にＰＴＡ事務担当者（教頭先生）と

単位ＰＴＡ会長を対象にアンケートを実施させていた

だきました。 

 １１月１日時点での回答率は、教頭先生９７.７％

（509/521）、ＰＴＡ会長８９.６％（465/519）でした。 

 

問１：【「岐阜県ＰＴＡ見舞金給付会」の存在（名称）につい

てご存じですか？】                （人数） 

 教頭先生 ＰＴＡ会長 

知っている ５００ ４２２ 

知らなかった    ９ ４３ 

計 ５０９ ４６５ 

 

問２：【貴校でＰＴＡ活動中に「会員の方がケガをされて

通・入院された場合」、申請すれば、岐阜県ＰＴＡ見舞金

給付会から見舞金が給付されることをご存じです

か？】                         （人数） 

 教頭先生 ＰＴＡ会長 

知っている ４９７ ４１４ 

知らなかった １２ ５１ 

計 ５０９ ４６５ 

 

問３：【貴校でのＰＴＡ活動中に「ＰＴＡ管理者に対する損

害賠償責任が生じた場合】、申請すれば、医療関係費、

慰謝料、修繕費等の損害賠償金を受け取ることができ

ることをご存じですか？】            （人数） 

 教頭先生 ＰＴＡ会長 

知っている ４５５ ３４５ 

知らなかった ５４ １２０ 

計 ５０９ ４６５ 

 

問４：【貴校では、昨年度のＰＴＡ活動中において、「見舞

金」を受け取っていただけるような傷害事故あるいは

物損事故等はありませんでしたか？】     （人数） 

 教頭先生 ＰＴＡ会長 

あった    ５ １０ 

分からない・聞いていない ６６ １７３ 

なかった ４３８ ２８２ 

計 ５０９ ４６５ 

 

問５：【年度当初、貴郡市ＰＴＡ事務局を通してお配りし

ました冊子『令和５年度岐阜県ＰＴＡ見舞金給付会手引

（クリーム色表紙』は、お手元にありますか？】（人数） 

 教頭先生 ＰＴＡ会長 

ある ４９３ ４１６ 

見当たらない・見たことがない １６ ４９ 

計 ５０９ ４６５ 

 

■見舞金給付会の周知について  
岐阜県ＰＴＡ連合会では、会員の皆様に安心かつ円滑

なＰＴＡ活動をしていただくために、「見舞金給付会」

を設けています。この「見舞金給付会」とは、ＰＴＡが

主催・共催する活動中に、突然（偶然）・急激・外来的

に起きた傷害等に対して、お見舞金を給付するために

設立されている会です。 

 また、岐阜県ＰＴＡ連合会は、「ＰＴＡ賠償責任保険」

に加入しています。ＰＴＡ管理者に法律上の賠償責任

が生じた場合に保険金が支払われます。 

 これらの内容を全ての単位ＰＴＡに知っていただく

ために、次のような冊子や資料を配付し、周知を図ろ

うとしています。 

①岐阜県ＰＴＡ見舞金給付会「手引」 

・年度末又は年度始めに、郡市Ｐ事務局から各単Ｐ 

 に３冊（Ｐ長用・教頭先生用・校内回覧用）届け 

ています。 

・給付会の内容、災害報告書等の各種様式等が掲載 

されています。 

※今回のアンケートで「見当たらない・見たことがない」と回答 

された教頭先生には、改めて１冊を送付させていただきました。 

②見舞金給付会に関する資料 

ＰＴＡ総会、役員会、Ｐ広報紙、Ｐホームページ

等で活用していただくために、「岐阜県ＰＴＡ見舞金

給付会（役員用・会員配布用・Ｐ長用）」についての

資料を、年度当初に各単位ＰＴＡにメール送信させ

ていただきました。 

③「見舞金給付会便り」 

 年間３回（７月・１２月・１月）に発行し、各単位

ＰＴＡにメール配信しています。 

 

 ■問１、問２、問３について 

<「知らなかった」と回答された人数> 

  Ｒ３ Ｒ４ 今回 

問

１ 

教頭先生 １３ １１ ９ 

ＰＴＡ会長 ５０ ５５ ４３ 

 

  Ｒ３ Ｒ４ 今回 

問

２ 

教頭先生 １７ １６ １２ 

ＰＴＡ会長 ５４ ６２ ５１ 

 

  Ｒ３ Ｒ４ 今回 

問

３ 

教頭先生 ８５ ４８ ５４ 

ＰＴＡ会長 １１９ １４１ １２０ 

 特に【問３】の「賠償責任保険」については、教頭先

生の場合は回答者の約１０人に１人、ＰＴＡ会長だと

約４人に１人の方が“ご存じない”という結果でした。 

 【問１】から【問３】の内容について、教頭先生もＰ

ＴＡ会長もご存じない単位ＰＴＡでの活動中に、事故

等があった場合に、報告のないまま処理されていない

ケースがあるのではないかと心配しています。是非、

本部役員会等で話題にし、周知を図っていただきます

ようお願いします。 
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